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４．考察 
結果３の「3.1」と「3.2」より、マーカー付近のアルミ

ケースの高さの平均誤差 0.190 mm は、アルミケースの
中央から 3 m 程離れた箇所の平均誤差 5.67 mm と比べ、
精度が高いことからマーカー付近は誤差が小さく、マー
カーから離れると誤差が大きくなると考えられる。今回、
ソフト解析に使用した写真 195 枚の中にマーカーが映っ
ていない写真がいくつもある。アライメントをかけると
き、基準点となるマーカーが映っている写真同士はマー
カーで写真と写真をつなぎ合わせやすい。しかし、マー
カーが映っていない端の方の写真は、特徴を捉えにくい
土や草などでつなぎ合わせるため、誤差が大きくなるの
ではないかと考察する。改善方法として、特徴が少ない
箇所に形や模様に特徴のあるオブジェクトを設置して写
真を撮ることで、アライメントの精度が良くなり、点群
の位置関係が正しく構築され、誤差がさらに少なくなる
と推察する。 
 結果３の「3.3」と「3.4」より、目視でははっきりと分
かりにくい地形の高低差もMetashape のDEM モデルに
より、5 cm 程の高さの違いを得られた。この計測箇所は、
マーカーから 3 m ほど離れているので誤差は 5～6 mm
程となり、高低差の 1/10 程度であるため北側の地面より
南側の地面が低いといえる。 
 
５．まとめ 
今回、測定対象の土地に対して体積約 1/450 のケース

にマーカーラベルを張り付け基準点と検証点の座標を求
める簡易的写真測量法及びMetashapeソフトを用いて以
下のことを調査できた。 
(1) ドローンで飛行しにくいような障害物で密集した

ところも約 5 m 角の小地形なら端の方で誤差 5～6 
mm 程度の精度で測量ができる。 

(2) マーカー付近は指標とする長さのソフト計算値と
実測値の誤差が小さく、マーカーから離れた箇所は
誤差が大きくなる。 

(3) 目視では分かりにくい小地形の北側と南側の高低
差もソフトで解析すると、誤差を考慮して南側の地
面の方が 5 cm 程低い。 
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（目的）

第  1 条　本校の教育・研究活動の活性化を図るとともに，その活動状況を内外に周知させるため，熊本高等専門学校

研究報告（以下「研究報告」という。）を発行する。

（名称）

第  2 条　研究報告の名称は，「熊本高等専門学校　研究報告」とする。

2 　英語名は，「 RESEARCH REPORTS OF NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY(KOSEN)，KUMAMOTO COLLEGE 」とする。

（掲載内容）

第  3 条　研究報告の掲載内容は，本校で行われた学術研究及び教育の成果報告（以下「報告等」という。）とする。

（投稿者）

第  4 条　研究報告の投稿者は，次の者とする。

　(1) 　本校の教職員（非常勤教職員を含む。）

　(2) 　本校の学生，卒業生及び修了生（本校在籍中に取り組んだ研究内容について執筆した場合。）

　(3) 　本校の名誉教授

　(4) 　その他校長が認めた者

（原稿募集・編集等）

第  5 条　報告等の原稿募集及び編集等については，研究推進委員会が行う。

（発行）

第  6 条　研究報告は，原則として年に 1回発行する。

（著作権）

第  7 条　研究報告に掲載された報告等の著作権は，著者に帰属するが，著作権のうち，複製権及び公衆送信権につい

ては，本校に帰属するものとする。ただし，著者本人が自らの著作物を利用することはできるものとする。

2 　特別な事情により，前項の規定により難い場合は，著者と協議の上，措置する。

（公開）

第  8 条　研究報告は，本校公式 Web サイト及び外部機関の運営する学術文献検索データベースにより公開する。

2 　前項に規定する学術文献検索データベースの選定は，研究推進委員会が行う。

（事務）

第  9 条　研究報告に関する事務は，総務課において処理する。

（雑則）

第  10 条　この規則に定めるもののほか，研究報告の編集等に関し必要な事項は別に定める。

附　則

1 　この規則は，令和 6年 5月 24 日から施行する。

2 　熊本高等専門学校研究紀要発行規則（平成 22 年 9 月 24 日制定）は，廃止する。

○熊本高等専門学校研究報告発行規則
 令和 6 年 5 月 24 日制定　　
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（趣旨）

第  1 条　この要項は，熊本高等専門学校研究報告規則第 10 条の規定に基づき，研究推進委員会（以下「委員会」という。）

が行う熊本高等専門学校研究報告（以下「研究報告」という。）の編集に関し必要な事項を定める。

（掲載区分）

第  2 条　研究報告の掲載内容の区分は，次の各号に掲げるとおりとする。

　(1) 　研究報告，調査報告等（以下「報告等」という。）

　(2) 　その他委員会が特に必要と認めたもの。

2 　前項の掲載順は，研究報告，調査報告の順とする。

3 　報告等の分野別掲載順は，発行年度における科学研究費助成事業の審査区分表の小区分の分類に基づいて，小区

分番号の順とする。

4 　前項による分類が難しい場合は，審査区分外（番号：無）とし，掲載順は委員会で定める。

（書式）

第  3 条　掲載する報告等の書式は，次によるものとする。

　(1) 　報告等には，報告等の種類，題目，執筆者名，英文題目，英文執筆者名，英文概要，キーワード，本文，註，

参考文献等を記載し，初ページの脚注に執筆者の所属等を明記する。

　(2) 　報告等のページ数は，1 件につき，研究報告は 6 ページ以上 12 ページ以内，調査報告は 4 ページ以内とする。

ただし，委員会が特に認めた場合は，この規定のページ数を超過することができる。

　(3) 　前 2 号のほか，報告等の書式の詳細については，別に定める「書式テンプレート（執筆・投稿の手引き）」等

に従うものとする。

（募集）

第  4 条　報告等の投稿期限は，委員会が毎年期日を定め，原稿募集を行う。

2 　委員会が必要と認めた場合は，一人で投稿できる報告等の数を制限することができる。

（投稿者の責任）

第  5 条　投稿された原稿に関する責任は，原則として執筆者が負うものとする。

（書式点検）

第  6 条　報告等の原稿については，委員会が次に掲げる書式点検を行う。

　(1) 　体裁及び誤字・脱字等の指摘　

　(2) 　掲載の可否に関する意見：書式点検者の知見の範囲内で，次の事項に関すると思われる場合に指摘する。

　　ア 　独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則に抵触する疑いのあるもの。

　　イ 　その他，研究報告への掲載が不適切である疑いがあるもの。

2  　委員会が必要と認めた場合は，委員会以外の者に書式点検を依頼することができる。

（掲載決定）

第  7 条　投稿された報告等は，委員会で書式点検の上，掲載を決定する。

（その他）

第  8 条　研究報告の編集に関して，本要項により難いときは，委員会において審議する。

　　附　則

1 　この要項は，令和 6年 5月 24 日から施行する。

2 　熊本高等専門学校研究紀要編集要項（平成 22 年 9 月 28 日制定）は，廃止する。

○熊本高等専門学校研究報告編集要項
 令和 6 年 5 月 24 日制定　　
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